
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
規
定
を
盛
り
込

ん
だ
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働

法
」
が
今
年
の
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
の
目
的
は
正
社
員
と
非
正
社
員

の
不
合
理
な
待
遇
差
を
解
消
す
る
で
す
。

同
一
労
働
同
一
賃
金
に
つ
い
て

正
社
員
（
無
期
雇
用
フ
ル
タ
イ
ム
）
と

非
正
社
員
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
有
期
雇
用
、

派
遣
）
と
の
間
で
、
同
一
処
遇
を
求
め
る

規
定
で
す
。

基
本
給
、
一
時
金
、
各
種
手
当
は
？

雇
用
形
態
の
違
い
に
よ
る
待
遇
差
は
、

許
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
基
本
給

能
力
・
経
験
や
勤
続
が
正
社
員
と
同
じ

非
正
規
労
働
者
に
対
し
て
、
正
社
員
と
著

し
い
賃
金
格
差
が
あ
る
場
合
、
違
い
に
応

じ
た
額
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

(

産
業
医
科
大
学
事
件

福
岡
高
裁
Ｈ
30
年)

・
一
時
金
（
ボ
ー
ナ
ス
）

会
社
の
業
績
貢
献
度
に
応
じ
て
支
払
っ

て
い
る
場
合
、
正
社
員
だ
け
に
支
給
し
、

非
正
社
員
は
ゼ
ロ
と
い
う
の
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
大
阪
高
裁
は
正
社
員
と
非
正
規
社

員
の
待
遇
差
を
違
法
と
し
て
ボ
ー
ナ
ス
の

支
払
い
を
命
じ
て
い
ま
す
。

(

大
阪
医
科
大
学
事
件

大
阪
高
裁
Ｈ
31
年)

・
諸
手
当

正
社
員
に
支
払
わ
れ
て
い
る
諸
手
当
に

つ
い
て
は
、
均
等
待
遇
、
つ
ま
り
非
正
社

員
に
も
同
じ
額
を
支
給
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
通
勤
手
当
や
食
事
手
当

の
よ
う
に
従
事
す
る
仕
事
の
内
容
と
は
直

接
関
係
な
い
の
に
、
正
社
員
に
支
給
し
、

非
正
社
員
に
支
給
し
な
い
、
あ
る
い
は
金

額
が
異
な
る
の
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

会
社
が
待
遇
差
を

押
し
付
け
て
き
た
ら

非
正
規
雇
用
者
が
「
正
社
員
と
の
待
遇

差
の
内
容
や
理
由
」
な
ど
に
つ
い
て
使
用

者
に
説
明
を
求
め
た
ら
、
使
用
者
は
説
明

す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
ま

し
た
。
使
用
者
の
説
明
に
納
得
が
い
か
な

い
場
合
は
、
都
道
府
県
労
働
局
の
「
調
停
」

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
使
用

者
が
十
分
な
説
明
を
せ
ず
、
調
停
で
も
物

別
れ
に
終
わ
り
、
訴
訟
に
な
っ
た
ら
裁
判

所
か
ら
正
社
員
と
の
「
待
遇
差
」
は
不
合

理
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま

す
。

【
日
立
ジ
ョ
ン
ソ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

ズ
空
調
の
労
使
に
お
い
て
】

●
会
社
側
に
必
要
な
対
応

・
基
本
給
、
一
時
金
、
各
種
手
当
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
客
観
的
か
つ
合
理

的
な
理
由
を
設
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。

・
雇
用
形
態
の
違
い
に
よ
る
待
遇
差
が
な

い
か
確
認
す
る
に
は
、
賃
金
、
一
時
金
、

各
種
手
当
の
金
額
が
公
開
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
の
処
遇
制
度
へ
の
統
一

の
論
議
で
は
、
原
則
非
公
開
に
す
る
方
向

で
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
賃
金
等

の
金
額
に
つ
い
て
は
、
制
度
変
更
に
な
っ

て
も
、
公
開
す
る
こ
と
が
必
須
で
す
。

●
労
働
組
合
に
求
め
ら
れ
る
対
応

正
社
員
の
み
な
ら
ず
、
非
正
規
社
員
の

処
遇
差
が
な
い
か
を
誰
も
が
確
認
で
き
る

よ
う
賃
金
制
度
の
公
開
の
原
則
を
維
持
す

る
よ
う
交
渉
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
処
遇
の
格
差
が
あ
る
場
合
は
、
改

善
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
交
渉
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
ま
す
。
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